
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東日本労働組合 

発責 教育・広報部 

2020 年 2 月 16 日 №171

時 

 

 

1．基本給ならびに初任給を社員一律 6,000 円 

引き上げること。 

2．エルダー社員の基本賃金を、一律 6,000 円 

引き上げること。 

3．グリーンスタッフの基本賃金を、一律 6,000 円 

引き上げること。 

4．定期昇給を実施すること。定期昇給は 4 係数と 

すること。 

5．第二基本給を廃止すること。 

6. 終身雇用・年功序列型賃金を将来にわたっ

て維持すること。 
 


